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中津市危険空家等除却事業補助金交付要綱 

 （趣旨） 

第１条 この要綱は、市内に存在する危険性の高い空家等を除却する者に対し、予算の定め

るところにより、中津市危険空家等除却事業補助金（以下「補助金」という。）を交付する

ことに関し、中津市補助金等交付規則（平成１９年中津市規則第９号。以下「規則」とい

う。）に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。 

 （定義） 

第２条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意味は、当該各号に定めるところによ

る。 

（１） 不良住宅 住宅地区改良法（昭和３５年法律第８４号）第２条第４項に規定する 

不良住宅をいう。 

 （２） 危険空家等 不良住宅のうち、空家等対策の推進に関する特別措置法（平成２６ 

年法律第１２７号。以下「法」という。）第２条第２項に規定する「特定空家等」に該  

当する建築物をいう。 

 （３） 敷地 建築基準法施行令（昭和２５年政令第３３８号）第１条第１項に定める敷 

地をいう。 

 （補助対象者） 

第３条 補助の対象となる者（以下「補助対象者」という。）は、次の各号のいずれにも該当

する者（以下「所有者等」という。）とする。 

（１） 危険空家等の所有者として、登記事項証明書又は固定資産課税台帳に記録されて 

いる者又はその相続人 

（２） 本市の市税を滞納していない者 



（３） 中津市暴力団排除条例（平成２３年中津市条例第３号）第２条第１号に規定する 

暴力団（以下「暴力団」という。）又は同条第２号に規定する暴力団員若しくは暴力 

団員と密接な関係を有する者でない者 

（４） その他市長が適当と認める者 

２ 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は補助対象者としない。 

 （１） 不動産販売業又は、不動産貸付業のために除却を行う者 

 （２） 法人又は、法人と危険空家等を共有する個人 

 （補助対象物件） 

第４条 補助の対象となる危険空家等（以下「補助対象物件」という。）は、次の各号のいず

れにも該当するものとする。 

 （１） 市内に所在し、かつ、補助対象者が所有しているもの 

 （２） 所有権以外の権利が設定されていないこと。ただし、所有権以外の権利が設定さ 

れている場合であって、当該権利者から除却の同意があるときは、この限りでない。 

 （補助対象工事） 

第５条 補助の対象となる工事（以下「補助対象工事」という。）は、次の要件のいずれにも

該当するものとする。 

 （１） 敷地内の補助対象物件全てを除却する工事であること 

 （２） 補助対象者が工事請負契約を締結する工事であること。 

（３） 建設業法（昭和２４年法律第１００号）別表第１に掲げる土木工事業、建築工事 

業、解体工事業若しくはとび・土工工事業に係る同法第３条第１項の規定による許可

を受けた者又は建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律（平成１２年法律第１

０４号）第２１条第１項の規定による登録を受けた者が請け負う工事であること。 

２ 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する工事は補助対象工事としない。 

 （１） 本補助金と併せて他の制度等に基づく補助金等の交付を受けて行う工事 

（２） 補助対象物件に附属する建築物のみを解体又は除却する工事 

（３） 暴力団員又は暴力団関係者が工事に関与する工事 

（交付の対象及び補助率） 

第６条 市長は、補助対象者が補助対象工事を実施するために必要な経費のうち、補助金交

付の対象として市長が認める経費（以下「補助対象経費」という。）について、予算の範囲

内で補助金を交付する。 



２ 補助対象経費、補助金の額及び補助の限度額は別表に掲げるとおりとする。 

（事前調査） 

第７条 補助金の交付を受けようとする者（以下「申請者」という。）は、あらかじめその建

築物等が補助対象物件に該当するか否かについて、市長の判定を受けなければならない。 

２ 申請者は、事前調査申請書（様式第１号）に次に掲げる書類を添えて、市長が定める期

間内に提出しなければならない。 

 （１） 申請者であることを証する書類 

 （２） 建築物の位置図及び現況写真 

 （３） その他市長が必要と認める書類 

３ 市長は、第１項の申請があったときは、補助対象物件の調査及び内容審査をおこない、

補助対象物件に該当するか否かを判定し、その結果を補助金交付対象判定通知書（様式第

２号）により申請者に通知するものとする。 

（補助金の交付申請） 

第８条 前条の規定により補助対象物件に該当する旨の通知を受けた申請者は、補助金交付

申請書（様式第３号）に次に掲げる書類を添えて、市長に申請しなければならない。 

 （１） 所有者等が確認できる書類 

 （２） 補助対象者の住民票の写し 

（３） 市税納付状況確認承諾書 

 （４） 工事費の見積書の写し（内訳のわかるもの） 

 （５） 建築物等の位置図、配置図、平面図 

 （６） その他市長が必要と認める書類 

２ 市長は、所有者等が複数いるときは、前項の規定による申請をした者（以下「交付申請

者」という。）に対し、補助対象工事に係る同意書その他市長が必要と認める書類の提出を

求めることができる。 

 （補助金の交付決定等） 

第９条 市長は、前条の申請があったときは、その内容を審査し、補助の適否を決定し、補

助金交付決定通知書（様式第４号）又は補助金不交付決定通知書（様式第５号）により交

付申請者に通知するものとする。 

２ 市長は、補助金交付決定通知書により通知するときは、必要な条件を付することができ

る。 



 （補助事業内容の変更） 

第１０条 補助金交付決定通知を受けた交付申請者（以下「補助事業者」という。）は、交付

決定受けた事業（以下「補助事業」という。）の内容を変更しようとするとき（市長が定め

る軽微な変更を除く。）は、補助金交付変更等承認申請書（様式第６号）を市長に提出し、

承認を受けなければならない。 

２ 市長は、前項の申請があったときは、その内容を審査し、適当であると認めたときは変

更交付決定通知書（様式第７号）により補助事業者に通知するものとする。 

 （工事の着手） 

第１１条 工事の着手は、第９条の規定による交付決定を受けた後におこなわなければなら

ない。 

２ 前項の規定は、前条の規定により補助事業の内容を変更しようとする場合に準用する。 

 （工事の取止め） 

第１２条 補助事業者は、補助事業を中止し、又は廃止しようとするときは、工事の取止め

申請書（様式第８号）を市長に提出し、審査を受けなければならない。 

２ 市長は、前項の申請があったときは、その内容を審査のうえ補助金交付決定取消通知書

（様式第９号）により補助事業者に通知するものとする。 

（工事の完了） 

第１３条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、補助事業の完了の日から起算して３

０日を経過した日又は補助金交付決定の日の属する年度の２月末日のいずれか早い日まで

に、工事完了報告書（様式第１０号）に掲げる書類を添えて、市長に提出し、確認審査を

受けなければならない。 

 （１） 工事の請負契約書の写し 

 （２） 工事費の領収書の写し 

 （３） 除却工事に係る写真（着手前後及び施行状況のわかるもの） 

 （４） その他市長が必要と認める書類 

 （是正のための措置） 

第１４条 市長は、前条の完了報告を受けた場合において、その報告に係る補助事業の成果

が補助金等の交付決定の内容、補助の条件等に適合しないと認めるときは、当該補助事業

につき、これに適合させるための措置をとるべきことを補助事業者に対して指示すること

ができる。 



２ 補助事業者は、前項の指示に基づく是正措置が完了したときは、前条の規定を準用する。 

（交付額の確定） 

第１５条 市長は、前条の完了報告を受けたときは、その内容を審査し、交付すべき補助金

の額を確定し、補助金額確定通知書（様式第１１号）により補助事業者に通知するものと

する。 

 （補助金の交付請求） 

第１６条 補助事業者は、補助金の交付の請求をするときは、補助金交付請求書（様式第１

２号）を市長に提出しなければならない。 

 （交付決定の取消し等） 

第１７条 市長は、補助事業者が虚偽の申請その他不正な手段により補助金の交付の決定を

受けたときは、補助金交付決定取消通知書（様式第９号）により補助金の交付の決定の全

部又は一部を取り消すことができる。この場合において、当該取消し部分について、既に

補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命ずるものとする。 

２ 前項の規定による補助金の返還及び加算金の納付は、当該補助金の返還を命ぜられた日

から起算して３０日以内とし、期限内に納付がない場合は、未納に係る金額に対して、規

則第１６条第２項に規定する延滞金を課する。 

 （関係書類等の整備） 

第１８条 規則第２０条に規定する市長が定める期間は、補助事業が完了した日の属する会

計年度の終了後５年間とする。 

 （委任） 

第１９条 この要綱に定めるもののほか補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定め

る。 

   附 則（平成３０年１月１８日 中津市告示第１８号） 

 （施行期日） 

１ この告示は、平成３０年４月１日から施行する。 

 （この告示の失効） 

２ この告示は、令和９年３月３１日限り、その効力を失う。ただし、この告示の失効前に

完了した事業における第１３条から第１９条までの規定は、この告示の失効後も、なおそ

の効力を有する。 

   附 則（令和元年５月３０日 中津市告示第１８号） 



 この告示は、公布の日から施行し、令和元年６月１日から適用する。 

   附 則（令和３年３月２４日 中津市告示第８３号） 

 この告示は、公示の日から施行する。 

   附 則（令和４年３月３１日 中津市告示第１１９号） 

 この告示は、公示の日から施行し、平成２９年度以降に交付する補助金から適用する。 

   附 則（令和６年３月２９日 中津市中ま暦第４号） 

この要綱は、令和６年３月２９日から施行する。 

  

 別表（第６条関係） 

補助対象経費 補助金の額 補助の限度額 

補助対象物件の除却に要する費用（その費用の１

㎡当たりの額が除却工事費用基準額を超えるとき

は、当該除却工事費用基準額により算出した額） 

補助対象経費の２

分の１の額 

５０万円 

 備考 

１ 「除却工事費用基準額」とは、住宅地区改良事業等補助金交付要領（昭和５３年４月４

日付け建設省住整発第１４号）に基づき国土交通大臣が定める基準額をいう。 

２ 除却工事費用基準額は、この補助金の交付決定をした時点における国土交通大臣が定め

る基準額を使用する。 

３ 補助金額に１，０００円未満の端数が生じたときは、これを切捨てた額とする。 


